
 

 

別府市地域公共交通計画策定支援業務 審査基準表 

 

審 査 項 目 審   査   事   項 配点 

１．業務の目的理解 
(1)業務の目的及び内容について十分に理解している

こと 
５ 

２．提案内容 

(1)別府市の地理的・社会的特性や公共交通の現状を十

分に把握していること 
５ 

(2)調査内容が具体的であり、仕様書との整合性がとれ

ていること 
５ 

(3)提案内容の実効性及び実現性が高いこと ５ 

(4)目標を達成するための施策の方向性が別府市に求

められているものとして的確に捉えていること 
５ 

３．業務体制等 

(1)過去に同種の業務の実績があり、特色ある提案や有

効な施策展開に結びついたものがあること 
５ 

(2)業務遂行に十分な体制を確保できる見通しとなっ

ていること 
５ 

(3)実施スケジュールが妥当であること ５ 

４．見積価格の評価 

(1)次の方法により評価し、得点を付与する。 

（最も低い見積額×５）／得点者の見積額 

（小数点以下第１位を切り捨て） 

５ 

合   計  ４５ 

 

 


